
第90号 令和元年度徳島県病院事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元年度徳島県病院事業会計の補正予算（第2号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和元年度徳島県病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

()2 年 間 患 者 数

入 院 202，764人 210，481人

外 来 251，076人 246，018人

()3 1 日 平 均 患 者 数

入 院 554人 575人

外 来 1，029人 1，026人

()4 主要な建設改良事業

病院増改築工事費 20，550千円 29，470千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第1款 病 院 事 業 収 益 23，970，706千円 293，770千円 24，264，476千円

第1項 医 業 収 益 20，279，571千円 405，194千円 20，684，765千円

第2項 医 業 外 収 益 3，691，135千円 △111，424千円 3，579，711千円

支 出

第1款 病 院 事 業 費 用 24，443，720千円 799，938千円 25，243，658千円

第1項 医 業 費 用 23，583，260千円 810，431千円 24，393，691千円
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第2項 医 業 外 費 用 860，460千円 △10，493千円 849，967千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額1，050，196千円」を「不足する額1，047，316千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1，592千

円及び過年度分損益勘定留保資金1，048，604千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額279千円及び過年度分損益勘定留保資金1，047，037千

円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第1款 資 本 的 収 入 6，063，015千円 7，090千円 6，070，105千円

第1項 企 業 債 549，000千円 8，000千円 557，000千円

第2項 負 担 金 511，817千円 △910千円 510，907千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 7，113，211千円 4，210千円 7，117，421千円

第1項 建 設 改 良 費 605，075千円 4，210千円 609，285千円

（企業債）

第5条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

1 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

病 院 整 備 事 業 549，000 557，000
千円 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第6条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

()1 職 員 給 与 費 11，929，547千円 499，741千円 12，429，288千円

（たな卸資産の購入限度額）

第7条 予算第8条中「5，450，000千円」を「6，100，000千円」に改める。
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令 和 2 年 2 月19日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第91号 令和元年度徳島県電気事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元年度徳島県電気事業会計の補正予算（第2号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和元年度徳島県電気事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

()1 供給電力量 水力発電所 329，400，000ｋＷｈ 360，990，399ｋＷｈ

太陽光発電所 4，689，000ｋＷｈ 5，376，080ｋＷｈ

()2 建設改良工事 新神領発電所（仮称）建設事業 39，659千円 0千円

既設設備改良工事 1，179，144千円 1，046，700千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第1款 事 業 収 益 3，706，571千円 49，067千円 3，755，638千円

第1項 営 業 収 益 3，627，712千円 49，434千円 3，677，146千円

第2項 財 務 収 益 3，050千円 510千円 3，560千円

第3項 事 業 外 収 益 6，799千円 △877千円 5，922千円

支 出

第1款 事 業 費 用 3，485，332千円 △1，768千円 3，483，564千円

第1項 営 業 費 用 3，422，492千円 △127，032千円 3，295，460千円

第3項 事 業 外 費 用 57，837千円 122，519千円 180，356千円

第4項 特 別 損 失 2，000千円 2，745千円 4，745千円

（資本的収入及び支出）
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第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額1，152，743千円」を「不足する額974，498千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額127，535千

円，建設改良積立金379，640千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20，443千円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額93，593

千円，建設改良積立金630，412千円」に，「過年度分損益勘定留保資金415，568千円」を「過年度分損益勘定留保資金50千円」に改め，資本的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第1款 資 本 的 収 入 296，360千円 5，892千円 302，252千円

第1項 固 定 資 産 売 却 代 1，749千円 5，892千円 7，641千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 1，449，103千円 △172，353千円 1，276，750千円

第1項 建 設 改 良 費 1，218，803千円 △172，103千円 1，046，700千円

第2項 投 資 300千円 △250千円 50千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

()1 職 員 給 与 費 1，027，048千円 △29，521千円 997，527千円

令 和 2 年 2 月19日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第92号 令和元年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和元年度徳島県工業用水道事業会計の補正予算（第3号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和元年度徳島県工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

()4 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 567，952千円 497，650千円

阿南工業用水道改良工事 373，921千円 331，489千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第1款 事 業 収 益 1，237，926千円 1，871千円 1，239，797千円

第1項 営 業 収 益 1，189，223千円 1，759千円 1，190，982千円

第2項 営 業 外 収 益 48，703千円 112千円 48，815千円

支 出

第1款 事 業 費 用 1，197，468千円 △35，220千円 1，162，248千円

第1項 営 業 費 用 1，140，294千円 △19，961千円 1，120，333千円

第2項 営 業 外 費 用 57，174千円 △15，259千円 41，915千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額1，049，014千円」を「不足する額935，380千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額82，463千

円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74，496千円」に，「過年度分損益勘定留保資金811，551千円」を「過年度分損益勘定留保資金705，884

千円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
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収 入

第1款 資 本 的 収 入 82，173千円 900千円 83，073千円

第1項 固 定 資 産 売 却 代 172千円 △100千円 72千円

第2項 そ の 他 収 入 34，601千円 △25，000千円 9，601千円

第3項 補 助 金 47，400千円 26，000千円 73，400千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 1，131，187千円 △112，734千円 1，018，453千円

第1項 建 設 改 良 費 941，873千円 △112，734千円 829，139千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第5条 予算第6条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

()1 職 員 給 与 費 241，883千円 △30，256千円 211，627千円

令 和 2 年 2 月19日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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